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上三川町人事行政の運営の状況
　住民の皆さんに町職員の任免や勤務時間その他の勤務条件などの情報を正しく知っていただくため、
地方公務員法第58条の2の規定に基づき、職員の任用、給与、服務や勤務条件などの人事行政の運営状
況について公表するものです。

●採用(平成30年4月1日)及び退職(平成29年度中)の状況

採用者数 退　　職　　者　　数

新規採用 再任用 定年退職 早期退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 失　職 死亡退職

一般行政職 9人 0人 3人 0人 4人 0人 0人 0人 0人

技能労務職 0人 0人 3人 0人 1人 0人 0人 0人 1人

※新規採用には、県警からの出向者を含みます

●人件費の状況(平成29年度一般会計、決算)

住民基本台帳人口
(H30年3月末現在 )

歳出総額
（Ａ） 実質収支 人件費

（Ｂ）
人件費率

（Ｂ / Ａ）
前年度の
人件費率

31,316人 13,089,756千円 360,716千円 1,637,105千円 　12.5％ 　15.1％

●職員数の状況(4月1日現在)

年度 27年度 28年度 29年度

職員数　※（　）内数字は対前年度増減数 214人(-2) 215人 (1) 212人 (-3)

●職員給与費の状況(平成30年度一般会計予算)

職員数
（Ａ）

給与費 1人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

前年度の
1人当たり給与費給　　料 職員手当 期末勤勉 計 （Ｂ）

195人 661,668千円 89,824千円 257,766千円 1,009,258千円 5,176 千円 5,164千円

●職員の平均給料月額及び平均年齢状況(平成30年4月1日現在)

区　　分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

町職員 287,037　円 38.6　歳 309,240　円 55.8　歳

●主な職員手当の状況(平成30年4月1日現在)

区　　　分 内　　　　　　　　　　容

期末勤勉手当

区分 期末手当（月分） 勤勉手当（月分） 計（月分）

6月期 1.225 0.9 2.125

12月期 1.375 0.9 2.275

計 2.60 1.8 4.4

扶養手当 配偶者：6,500円
扶養親族（配偶者を除く）：1人当り6,500円

住居手当 借家の場合：27,000円を限度に支給（家賃12,000円以下は支給なし）

通勤手当
通勤距離が2km 以上の場合に限る
　交通機関利用：月額55,000円を限度に支給
　自家用車等を利用した場合：距離に応じ2,000円～31,600円を支給

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給
（課長：54,300円　主幹：38,900円　課長補佐・所長：34,600円）

時間外手当 平成29年度
（一般会計 )

支給総額 29,383,035　円

職員1人当りの支給月額 12,304　円

●特別職の報酬等の状況(平成30年4月1日現在)

区　分 町　長 副町長 議　長 副議長 議　員

報酬等月額 780,000円 620,000円 350,000円 280,000円 255,000円

期末手当 3.3月分（平成29年度支給割合）
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▶問い合わせ先＝総務課　秘書庶務係 ☎56 9113

●勤務時間の状況

1週間の
勤務時間

勤　　務　　時　　間　　の　　割　　振　　り

始業時間 終業時間 休憩時間 週休日

38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 正午～午後1時 土曜日及び日曜日

●休暇等

区　　　分 内　　　　　　　　　　容

年次有給休暇 一年度ごとに20日とし、20日を超えない範囲内で残日数を繰り越すことができる

病気休暇 負傷又は疾病のため療養を要する場合、最小限必要と認められる期間

特別休暇
（主なもの）

夏季休暇　：6日
分べん休暇： 出産予定日の6週間前の日から出産の日まで及び出産した日の翌日から8週間を

経過する日までの期間
親族の死亡：配偶者及び父母＝7日　子＝5日　祖父母＝3日　その他＝1日

介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障
がある者の介護を行う場合、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内

育児休業 子が3歳に達する日までの期間

●年次有給休暇の状況(平成29年4月1日～平成30年3月31日、町長部局の一般職員)

総付与日数 総取得日数 全期間在職職員数 1人当り平均取得日数

5,957　日 1,703.4日 158人 10.8　日

武名瀬川改修工事にともなう通行止めについて
ご不便をおかけいたしますが、みなさまのご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

▶通行止め期間＝平成30年10月15日～平成31年3月末日（予定）
　※詳細は現地に迂回路看板を設置しますのでご参照ください。

▶問い合わせ先＝　栃木県宇都宮土木事務所　整備部　整備第三課　☎028（626）3166
　　　　　　　　　武名瀬川関連工事安全協議会（代表：（株）カクタ技建）　☎（53）0699


